
ながぬま温泉条例 

平成元年１２月１５日 

条例第３８号 

（設置） 

第１条　本町の観光産業振興のため、宿泊、休養施設（浴場施設を含む。）として、な

がぬま温泉（以下「温泉」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条　温泉の名称及び位置は、次のとおりとする。 

（施設） 

第３条　温泉の施設は、次のとおりとする。 

(1)　レストハウス 

(2)　ふれあいセンター 

(3)　馬追「コミュニティ」センター 

(4)　物産館（ウォーターパークを含む。以下同じ。） 

(5)　浴場施設 

(6)　泉源 

(7)　ポンプ小屋 

（審議会） 

第４条　温泉の運営について審議するため、町長の諮問機関としてながぬま温泉運営審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（審議会の定数及び任期） 

第５条　審議会は、町長が委嘱する委員１５人以内をもって組織する。 

２　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（使用申込み） 

第６条　温泉を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

ただし、物産館の使用については、この限りでない。 

 名称 位置

 ながぬま温泉 長沼町東6線北4番地・長沼町東5線北3番地



（使用料） 

第７条　前条の規定により承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、別表に定め

る使用料を納入しなければならない。 

（使用料の減免） 

第８条　町長は、特別の事由があると認めるもについては、使用料を減免することがで

きる。 

（使用料の返還） 

第９条　既に納入された使用料は返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認め

たときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を返還することができる。 

（賠償責任） 

第１０条　使用者は、故意又は過失により建物、設備その他物件を損傷し、又は滅失し

たときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。 

（管理の委託） 

第１１条　町長は、必要があると認めたときは、温泉の管理を公共的団体に委託するこ

とができる。 

（指定管理者による管理） 

第１２条　温泉の管理は、町長が指定する指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第

６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。

以下同じ。）に行わせることができる。 

２　前項の規定により指定管理者に温泉の全部又は一部の管理を行わせる場合にあって

は、第６条及び第１０条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものと

する。 

３　第１項の規定により指定管理者に温泉の管理を行わせる場合にあっては、第４条及

び第５条の規定は適用しない。 

（指定管理者が行う業務） 

第１３条　町長は、指定管理者に次に掲げる業務を行わせることができる。 

(1)　温泉の使用承認に関する業務 

(2)　温泉の施設及び設備の維持管理に関する業務 



(3)　その他温泉の管理に関する業務 

(4)　前３号に掲げるもののほか、温泉の管理上、町長が必要と認める業務 

（利用料金） 

第１４条　町長は、法第２４４条の２第８項の規定により指定管理者に温泉の利用に係

る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収受させること

ができる。この場合において、利用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければな

らない。 

２　利用料金の額は、第７条の規定による使用料の範囲内において、指定管理者があら

かじめ町長の承認を得て定める。 

３　指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することがで

きる。 

４　指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付する

ことができる。 

５　第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、第７

条から第９条までの規定は適用しない。 

（委任） 

第１５条　この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

附　則 

この条例は、平成元年１２月２５日から施行する。 

別表（第７条関係） 

　(1)　入館料（１人につき） 

　備考 

　　１　未就学児の入館料は、無料とする。 

　　２　長沼町税条例（昭和３５年条例第１号）に規定する入湯税を含まない。 

　(2)　宿泊料（１人につき） 

 大人（中学生以上） 小人（小学生） 摘要

 1,000円以内 500円以内 浴場施設の使用に係る入館料とする。



　備考 

　　１　長沼町税条例に規定する入湯税を含まない。 

　　２　食事の提供に係る料金を含まない。 

　(3)　個室使用料 

　(4)　室一部使用料 

　(5)　会議室等の使用料 

 大人（中学生以上） 小人（小学生以下） 摘要

 15,000円以内 15,000円以内

 区分 使用料 摘要

 ２時間以内 １人増すごとに １時間増すごとに

 個室 １室（４人まで）に

つき 

2,300円以内

570円以内 １人につき 

310円以内

※１時

間未満

は１時

間とす

る。

 区分 使用料 摘要

 ４時間以内 １時間増すごとに

 研修室 

（ライラックＡ・Ｂ）

１人につき 

470円以内

１人につき 

100円以内

※１時間未

満は１時間

とする。

 区分 使用料 摘要

 ２時間以内 １時間増すごとに

 研修室 

（ライラックＡ）

2,610円以内 1,360円以内 ※１時間未

満は１時間

とする。  研修室 

（ライラックＢ）

2,090円以内 1,040円以内

 会議室 2,090円以内 1,040円以内



 （はまなす）


